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基政発 0326第 1号

平成 24年 3月 26日

厚生労働省労働基準局労働条件政策課長

(契印省略)

「在宅勤務での適Eな労働時間管理の手号IJの送付について

在宅勤務をはじめとするテレワークについて、政府は在宅型テレワーカーを 20日年まで

に 700万人とすることを目標に、その推進に取り組んでいるところです。

しかしながら、企業の人事労務担当者などからは「労働時間管理が難ししリなど、労働時

間について不安視する声が聞かれ、在宅勤務の普及に向けた課題の一つになっています。

このことを踏まえ、今般、月IJ添のとおり「在宅勤務での適正な労働時間管理の手号IJを作

成し、厚生労働省ホームページに掲載しましたので、適正な労働条件下での在宅勤務の普及

促進に向け、在宅勤務を導入しようとする事業場に対する当該手引の周知を図っていただ、き

ますよう、御協力よろしくお願いいたします。

、
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| 機将戦隣
在宅勤務は、職住近接の実現による通勤負担の軽減に加え、多様な{動き方の選択肢

を拡大するちのとして、また、最近は災害時の事業継続性確保の観点からも、関山を

集めています。

厚生労働省では、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス〉実現に向け、労

働時間等設定改善法に基づく「労働時間等見直しガイドラインjや「在宅勤務ガイド

ライン」を策定し、その普及啓発に取り組んでいます。

しかし、企業の人事労務担当者や従業員の方々からは、 「労働時間管理がうまくで

きないJ i長時間埠働に踊る可能性がある」といつだように、労働時間について不安

視する声が留かれ、在宅勤務の普及に向けだ課題の一つになっています。

そこで、これから在宅勤務を導入しようとしている企業の管理者、人事労務担当者

向けに、労働時間管理に関するわかりやすい手引を作成しました。
この手引が在宅勤務に対する理解を深め、さらには、適正な労働条件を確保しつつ、

在宅勤務を導入する朗けとなれば幸いです。

i 三沼津顧録保l草山主主主1
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-在宅勤務とは、「事業主と雇用関係にある労働者が、労働時間の全部または一部に

ついて、自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態」をいい、事業場肉で勤務する
場合と同様に、労働基準法、最低賃金法などの労働基準額係法令が適用される働
き方です。 (f在宅勤務ガイドラインJ(情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導
入及び実施のためのガイドライン;平成20年7月28日付け基発第0728001号)参照)

・在宅勤務は、テレワーク(※)という働き方の一形態として位置づけられ、政府では「在
宅型テレワー力ーを2015年までに700万人とするjことを目標に「テレワークの推進Jrこ
取り組んでいます(平成23年8月3日「新たな情報通信技術戦略工程表J改訂版)。
なお、国土交通省「平成23年度テレワーク人口実態調査」によると、在宅型テレ

ワー力 は490万人と推計されています。
※情報通信技術を活用して、場所と時間を自由に使った柔軟な働き方

就業形態によるテレヴークの客分

雇用型 非雇用型

自宅が仕事場所 在宅勤務 在宅ワーク(在宅就業)

自宅以外が仕事場所
サテライトオフィス勤務

SOHO 
モバイル勤務

就業頻度による在宅勤務の区分

説明

常時型在宅勤務
比較的長期間にわたり、ほとんどの労働日を在宅勤務に
あてる形態

随時型在宅勤務
週に1-2回、月に数回、あるいは午前中だけというように
全労働自のうち、部分的に在宅勤務にあてる形態



輯鱒臨時騒騒輯輯
-在宅勤務が、①労働者の私生活に使用者がむやみに介入すべきでない自宅を仕事

場所としていること、②労働者の仕事、日常生活それぞれの時間帯が混在せざるを得

ない働き方であること、といった特性があることを理解しておきましようO

・そのよで、在宅勤務は企業や労働者にどのような効果・効用をもたらすのか、主なメ

リットを紹介します。

企業にとって災害時の事業織続性(BusinessContinuity) 

-労働者全員が1カ所のオフィスに勤務している場合、大規模地震でそのオフィスが

機能しない事態が発生したり、新型インフルエンザなどの流行性疾患で外出が制

限されると、その企業は事業停止せざるを得なくなります。在宅勤務i立、企業の事

業継続性の確保の観点からも有効といえます。

・また、オフィスの節瞳対策の一環として在宅勤務を実施することも考えられます。

労働者にとって時間的・場所的な柔軟性

i彊霊童が不饗に

なることによる
詩瞳の脊磁謹賜

韓事輔所が

オフィスから臨噂へ

通勤による疲労の軽減

同介 護 な ど の 戸 長 ! 町 コ
安日ゃ自己管現能力の向上などを混じたーへ

生産性・効率性の向上

在宅家族の異常事態に対して迅速な対応が可能

住竺竺竺
高齢者、障害者など通勤困難者にとっての

就業機会の拡大

同ζ二平孟孟「寸
-上記のメリット以外にも、いわゆる完全在宅勤務の場合は、交通費やオフィススペース

コストの削減などがあります。
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-どのような業種や職種であれ、労働者一人ひとりの仕事内容は多種多様であり、その

中に在宅勤務に向く仕事とそうでない仕事が混在しているものです。

・「うちはお客様相手の業種だから、在宅勤務は導入できないJrこの職種は在宅勤務

に向いていなしリなどと、最初から夜5言動義名

一人ひとりの仕事を洗い出し、分析してみることが大切です。

・お客様対応などの対面業務でも、その仕事をよく観察すると、書類作成など自宅でも

できる仕事が含まれているものです。例えば、週1日を在宅勤務ヨとし、その日に書類

作成を集中して行う「鶴隣努在索勤務Jができないか検討しましょう。また、顧客満足

や業務効率などを維持・向上させつつ、対面以外の方法でお客様対応する選択肢が

ないかも検討しましょう。

資料・情報の
収集

報告書撃の
作成

設計ーデザイン
ソフト設計，

プログラミング

よ司や同僚との連絡・打ち合わせ
{電話・メール・テレビ会議など)

(官官〉 食蕗書官見積書の

作成

顧客など社外との連絡・打ち合わせ
(電話ーメール・テレピ会議など〉

.定型的な仕事から思考を伴う創造的な仕事まで、幅広く対応可能

・多様な情報通信機器の活用で、オフィス勤務と大差ないコミーュニ

ケーションが可能



欝欝轟轟轟轟議事鑓轟轟轟麟麟麟欝輯
-これまで毘てきたことから、在宅勤務における労働時間管理を考えるよで、ポイントと

なる在宅勤務の特性を整濯してみます。

1.むやみに介入すべき

でない私生活の場所

2.仕事と日常生活の

時間帯が混在

4.偲人で使える時間が

増加

3 一人で集中した仕事

ができる環境

5 オフィス勤務と大蓋

ないコミュニケーション

-在宅勤務の特性let、一般的な事業場内での勤務にはないものがほとんどです。そこ

から、在宅勤務に特有の適正主主盤註盟笠翠盟主金金三ぶ之立ふとが見えてきま

す。これらのポイントはf事業場外労働によるみなし労働時間制jや「在宅勤務ガイドラ

インjを理解する上でも叢要です。

在宅勤務の特性

1むやみに介入すべきでない
私色号音の場際

2仕事とお常生活の時間帯が混在 O 
5オフィス勤務と大差ない

コミュニケーション

庄三事亘空至極[]y
むやみに介入すべきでない

1 I 
私生活の場所

41個人で使える時間が増加 O 
ぉ一人で集中した悼ができる醐!中

オフィス勤務と大皇室ない
5i~:~I::"'~ ‘‘ 

コ:::;ユ;;;;;.'アーン3.:-'

チェックポイント

仕事場所が自宅という理由だけで、労働基準
法上の「事業場外労働によるみなし労働時関
税iを適用するなど、不適切な労働時間管理
をしていないか。〈吋号ベジ〉

在宅勤務者が、一人静かになれる夜濃くに仕
事をしていないか。〈→11

在宅勤務者が、職場にいる上司や同僚の評
価を気!こして、遅くまで仕事を続けていない
か。〈一，15ページ)

在宅勤務者に不急の打ち合わせ・会議や電
話を頻繁に入れ、計箇約、効率約な仕事の

害していないか。(吋15ページ〉

5 



轟轟轟轟轟韮霊忘語翠;五m撞瞳轟轟輯輯
-まず、労働基準法に基づく労働時間規制の概要を説明します。

1 . 労働基準法に基づく労働時間規制の概要
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労働基準溶32条〈法定労働時間〉

「一…
1週40時間かっ

1日8時間を超えて

労働させないこと

0書面による労使協定

の締結

0所轄労働基準監督署

への届け出

0割増賃金の支払い

望書観基準法3.術祭〈休重量〉
労働時間の長さiこ応じて休憩時品性付与

6時間超→途中Iこ4S分以上
8時臆超→途中Iこ60分以上

労働基準法37:条〈深夜業〉
午後10時がら午前5時までの聞の労働に対
する割増賃金の支払い

(1)1か月単位の変形労働時間制、 1年単位の変形労働時間制

(労働基準法32条の2、労働基準法32条 の4)

隔日勤務、交代勤務などシフト表を組んで人員配置する事業場や、月初、月末、特定の逓'曜
日などで業務の繁閑の差がはっきりしている事業場などでは1か月単位の変形労働時間制が、季

節ごとに業務の繁忙期、閑散期がはっきりしている事業場などでは1年単位の変形労働時間制が

導入されています。 原則として変形期間中の所定労働日と、その所定労働日ごとの所定労働時

間(所定始業時刻や所定終業時刻)をあらかじめ確定させておくことが必要です。

(2)フレックスタイム制(労働基準法32条の3)

清算期間(通常は賃金計算期間と合わせた1か月)中の総労働時間の枠内で、日々実際に何

時に始業して何時に終業するかを労働者個々人が決めて働く制度であり、弾力度の高い働き方と

いえます。事務"管理部門や情報処理部門に適用している企業が多いですが、生産部門や対人
サ ビス部門に適用している企業も見られます。なお、(1)と(2)の制度それぞれ性格を異にします
から、一人の労働者について、両制度を同時に適用することはできません。

※それぞれの額獲に導入のために必要警な獲得があり主主す

6 



-労働基準法に規定されている労働時間(労働基準法上の労働時間)とは、

i主毘議五日盈塗盆宣王ζ霊企J包¥盃段匿のことをいいます。労働基準法に規定され

ている休態時間(労働墓準法上の休憩待問)とは、:三盟主主i権主jif二塾企主盤全
金ζ立記型車乏ご包一三i¥主主主匿のことをし、います。

・ここでは、労働基準法上の労働時間に該当するか否かについて、夜宅勤務に特に関

係のある留意点をあげます。

2. r労働基準法上の労働時間Jとは

(1)労働基準法上の労働時間に該当するか否かは、客観的に判断されるものです

労働基準法上の労働時間に該当するか否かは、「労働者の行為が使用者の指揮命令下に震かれ

たものJと評価できるかどうかにより客観的に定まるものとされています。

つまり、就業規則や労働契約などに基づく緩京?との焼波駅対主ーる長滋な¥ということでもあり、
会社所定の労働時間(所定労働時間)外に行われた労働者の行為を「労働jにあたらないものと即断

しないよう注意しましよう。

(2)指揮命令には、明示的なものだけでなく、黙示的なものも含みます

使用者による明白な残業の指示があった場合だけでなく、使用者が具体的に指示した仕事が、客

観的にみて、その日の所定労働時関内では処理できないと認められる場合のように、慾主主的主盆ZIS
-よ務Lた?支裳¢娃罰もL351j塾蓬準法よ♂:労i響待問と取り扱われます。
また、使用者の事前許可なくして行われた労働者の自発的な残業について、自発的ということをもっ

て、「労働jにあたらないものと郎衝しないよう注意しましようo

(3)労働者が現に精神または肉体を活動させている時間だけではありません

労働者が環実に精神または肉体を活動させていることが、必ずしもf労働Jにあたる要件ではありま

せん。使用者から異体的作業指示があったときなど、に郎符対応するために待機している、己主主役金主

役註も笠i塾塾塗主主」二CZを滋陸盟になります。
また、手待時間!ま労働から離れることを保障されている時間ではありませんので、この時間を就業規

則や労働契約などの規定で「休憩時間jと称したとしても、労働基準法上の休憩跨聞として取り扱わ

れません。

7 



瞳輯轟轟監語道謀議事事覇輯輯輯購購
-労働基準法上の労働時聞に該当するか否かは、原則として前ページで説明したとおりで

すが、館公組副議室五とし玄よみなし労機鈴慾斜;があります。

・みなし労働時間制には、「事業場外労働によるみなし労働時間制Jf専門業務型裁量労

働制Jf企画業務型裁量労働制Jがあります。(労働基準法第38条の2から労働基準法

第38条の4)

8 

3. みなし労働時間制とは

労働時間の算定の仕方について特例を認めている制度です

-タイムカードや超過勤務管理簿などの勤怠記録を用いたり、使用者が労働者の始業と終業の時刻

を現認したりして、その臼全体の実際の労働時間を拒握し、労働時間を算定するのが、原則的な
労働時間管理方法ですが(f労銃器寺罪悪の滋蕊な摂援のために使用者が講ずべき瀦震に関するま基

準.J (平成13年4月6日付け基発第339号)参照)、このような方法で労働時間を算定するのでな
く、所定労働時間または労使協定などで定められた時間働いたものとみなすのが、みなし労働時

間制です。

述立することになりますので、みなし労働時間制を適用するにあたっては、

翠撃です。

4. 労働時聞をみなす単位期間

1日単位で『みなL労働時間』を当てはめます

-月や年といった単位で労働時間を弾力的に設定する変形労働時間制度やフレックスタイム制度

とは異なり、ある日の働き方に着呂して労働時間をみなすものですので、

五当主主主史家主{
例えば、 ro月O日の業務は、 1日7時間30分労働したものとみなすJrx月×日の業務は、 1日9時
間労働したものとみなす」といった形です。

・みなし労働時間制は、給与計算などの事務簡素化のために認められた制度ではありません。「夜

宅勤務中の業務については、月200時間労働したものとみなすJr在宅勤務者の業務については、

年間1800時間労働したものとみなすJというように、

-みなし労働時間がそのまま「労働基準法上の労働時間Jとなりますので、例えば、 1B9時間など

法定労働時聞を超えた時間がみなし労働時間となるときは、あらかじめ労働基準法第36条に基
づき書面による労使協定を締結し、所轄労働基準監督署に届け出ておかなければなりません。



警警

つまり、「原則的な労働時間の枠組jの下で労働させる一般

的な労働時間制度はもちろん、「フレックスタイム制度jや「事業場外労働による

みなし労働時間制」なども在宅勤務に適用可能です。

・在宅勤務の場合、特に、「率茎盟主主雪組必Jミに注敏惑星i室~J の適用を検討され
ることが多いと思われますので、以下、この制度の適正な運用について説明します。

(なお、ここでは、専門業務型裁量労働制や企画業務型裁量労働制は適用されない

ものと仮定します)

1 . 事業場外労働の「事業場外」とは?

在宅勤務者の自宅は、事業場ではありません

-労働慕準法でいう「事業jとl土、「工場、鉱山、事務所、 j苫舗などのように一定の場所において、相

関連する組織のもとに業として継続的に行われている作業の 体jとされ、…つの事業であるか否

かは、主として場所的同一性で決定されます。つまり、経営 体をなす企業全体を つの事業と

みるのではなく、場所的に分散している支庖や工場それぞれを…つの事業として取り扱うということ

です。その「事業jが行われる場所がf事業場JIこなります。

・しかし、場所的に分散しているものであっても、出張所、支店などで規模が著しく小さく、一つの事

業といえるだけの独立性のないものは、直近J二位の機構と一括して…つの事業として取り扱われま

す。例えば、新鶴社の通信部などはこれに該当します。

・自宅は通常「起居寝食など私生活を営む場所jであり、 f新鶴社の通信部」のような場合とは 般

的に異なりますので、在宅勤務者の仕事場所である自宅が、直近上位の機構と一括された上で

一つの事業場と判断されることlまありません。したがって、 rr~'tj塾盗主主1皇主"(ごと生茎乏l:çj，\~主主
弘主とjム五5主義21室長(f)斐2ISfij[隠している主事業境(f)i1主位三菱乏亡、るよこなります。

・なお、在宅勤務者の自宅は事業場に該当しませんので、在宅勤務者に適照している就業規則な

どを、在宅勤務者の自宅所在地を管轄する労働基準監督署に届け出る必要はありません。

2. 在宅勤務は労働時聞が算定しがたい働き方?

f自宅Jロ「労働時聞が算定しがたい』ではありません

一一九 ノ、

日一 いいヘ →ーヘ¥、μ ♂ 

L 
¥ .r事業場外労働によるみなし労働時間制」の対象となるのは、事業

場外で業務に従事し、かつ、使用者の具体的な指揮監督が及ぱず、

労働時間を算定することが困難な業務です。

・在宅勤務者が自宅で行う業務については、どんな場合でもf事業

場外労働によるみなし労働時間制jを適用できるわけではありませ

ん。制度を適用できるか否かを、「在宅勤務ガイドラインjで示され

ている次ページの判断基準に基づいて判断する必要があります。

仕事場所が自宅という理由だ
けで、労働基準法上のf事業 d 人

場外労働によるみなし労働袴 ; 
筒嗣IjJを適用するなど、不適 / 
切な労働時間管理をしていな'
いか。 J

〆

人/
¥¥J… 

¥ ~  〆へ、 ノノ

、^'/-'"
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によるみなし労働時間制』適用の判断基準

以下のすべての要件を満たす場合、「事業場外労働によるみなし労働時間制」が適用できます。

⑨その業務が、起居寝食など私生活を営む自宅で行われること

⑧その業務に用いる情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされ

ていないこと

⑤その業務が、随時使用者の具体的な指示に暴づいて行われていないこと

【会主総】

②の「使用者の指示により常時」とは、労働者が自分の意思で通信可能な状態を切断することが使

用者から認められていない状態をいいます。

②の「通信可能な状態jとは、使用者が労働者に対して情報通信機器を用いて電子メール、電子掲

示板などにより随時具体的な指示を行うことが可能であり、かつ、使用者から具体的指示があった場
合に労働者がそれに即応しなければならない状態(具体的な指示に備えて手待ち状態で待機して
いるか、待機しつつ実作業を行っている状態)の意味であり、これ以外の状態、例えば、単に回線が

接続されているだけで労働者が情報通信機器から離れることが自由である場合などは「通信可能な

状態jに当たりません。

③のr具体的な指示に基づいて行われるJIこは、例えば、業務の目的、目標、期限などの基本的事
項を指示することや、これらの慕本的事項について変更の指示をすることは含まれませんo

3. 1日何時間労傭したものとみなされる?

10 

原則として所定労働時間働いたものとみなされます

.r随時型夜宅勤務Jのように、
主仁之ゑ議傘ζこ夕、みなし労滋際関昔話dコ適温があります。

ある日の業務について、①全てを在宅勤務した場合と、②一部は事業場内で勤務し、残りを在宅
勤務した場合に分けて説明します。(ここでは、在宅勤務中に従事した業務の全部が、労働時間
が算定しがたいものであったと仮定します)

①全てを在宅勤務した場合
【原則】所定労働時間労働したものとみなす。

【例外】通常その業務を遂行するためには所定労働時聞を超えて労働することが必要となる場合、
その業務の券行に通常必要とされる時間(※)労働したものとみなす。

②一部は事業場内で勤務し、残りを在宅勤務した場合
【原則】事業場内勤務と在宅勤務とを合わせて、所定労働時間労働したものとみなす。
【例外】事業場内勤務分の労働時間と在宅勤務で行った業務に通常必嬰とされる時間(※)とを

足し合わせた時間が所定労働時間を超える場合は、足し合わせた時間労働したものとみ

なす。

※過半数組合または過半数代表との聞で労使協定を締結したときは、その協定で定める時聞を

「業務の遂行に通常必要とされる時間」とすることが認められます。なお、協定で定める時間が法

定労働時間を超える場合には、所轄労働基準監督署への届け出が必要です。



4. 休憩、休日、深夜業の取り扱いは?

諒問均恒三空宇すーより手型企油開問?王子]; 
(1)休憩、休日について(労働基準法第34条、第35条、第40条)

「在宅勤務だから、仕事中に手を休めているかもしれないし、ちょっとした家事司雑用をしているかもし

れないので、休憩も与えているものとみなしていいのではないか」とお考えになるかもしれません。しか

し事実上労働からの離脱がしやすい環境に霞くことと、労働から離れることを権利として保障している

こと(休憩)とは異なります。

みなし労働時額制の適用によって休憩や休日も同時に付与したものとみなすのではなく、立金企盆

後♂主役}笠隆二佐"引主β宏校長しなければなりません。

すなわち、在宅勤務者に対して、車車よレEjZL1毘込よ旦生旦を与えるとともに、 u日J22LfrEZムe設
j発段邸主笠盤盟主翠丞金浸食L起5主主些よ」三主主~2一投資誌待問が室経盟主担之五還金(主5立金且よL
ま忠義虫i二住蕊を与えなければなりません。(労働慕準法第34条、第35条)

なお、在宅勤務者の休憩時間帯は、所属事業場の休憩時間帯と合わせる必婆があります(一斉休

懇の原則)。ただし公衆の不便を避けるために、商業、保健衛生業など一定の事業にはこの涼員IJは

適用されません。また、一斉休憩の原員IJが適用される事業であっても、書面による労使協定により、

一斉に与えないこと(交代により休憩を与えること)が可能となります。(労働基準法第40条)

(2)深夜業(労働基準法第37条)

「本人の希望で認めている在宅勤務なので、深夜であっても本人が希望するなら許可して働かせた

いが、それでも深夜割増賃金の支払いが必要なのかjとお考えになるかもしれません。

労働慕準法第37条は、ま後1Q践去三z去五自主E主主主色濃笈院関愛1二金銭主立主盗念i三劃瞳箆傘立2
ま仏心iを使用者に義務付けていますが、これは遼盗笠登盆比公主三笠強度主投支-設鐘童全企筋

金量を意味するものであり、みなし労働待問制を適用していても、深夜労働については、実際の労働待

闘を把握し、深夜労働時間を算定の上、深夜割増賃金を支払わなければなりません。

5. みなし労働碍閑制なのに、労働時間を把握するとは?

労働時間を担握し、審理する闘的を理解しましょう

-みなし労働時間制を適用することができるときでも、休憩や休日は実

際に付与し、深夜時間帯については、「実際の(深夜)労働時間jを把

握しなければなりません。

・在宅勤務者の健康確保のため、また、みなし労働時簡を適切に設定

するため、「労働時間の状況jの把握に努めましょう。

ハ [チヱツイ7ポイント Bl え
モE宅勤務者が、…人静かに
なれる夜遅くに仕事をしてい
ないか。

・みなし労働時間を適切に算定するため、在宅勤務中の業務であって

も、労働待問を算定しがたいとはいえないものについては、「実際の労

働時間Jを把握することが必要です。
…一/ノ

/人~〆〆

/ 
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労働時間管理のための具体的な取り組みのポイントは次のとおりです。

-労使協定や就業規則などで所定の休懇時間をあらかじめ定め、その時聞には休憩をとるよう在宅勤

務者に徹底しますb

-在宅勤務の場合、通常自宅で一人で仕事をすることになりますので、ついつい自分で休憩時潤を早

めに切りよげたり、あるいは昼食をとりながら仕事を続けてしまうことが考えられますので、必要に応じ

て在宅勤務者を指導します。

-労使協定や就業規則などで、特別の指示または事前に許可した場合を除き、休日労働および深

夜労働に従事してはならない旨規定し、その旨を在宅勤務者に指示徹底することにより、設援金

緩や深殺さ玲綴i泳、綴綿密必忍主主tJZlf量綴警左官華下で行わせることとします。

・「子どもが寝静まり、一人集中できる深夜持間帯に、自発的に仕事をしたいjという在宅勤

務者の声もあるようです。こうした場合、深夜労働規制をはじめ法規制の要旨や、就業規則など

を在宅勤務者に周知徹底させます。(労働基準法第106条参照)

泰三盗豆到達窓会波皇室イとしているような機会などは、主義務長議む

ム笠思震ふを行います。 cr資金不払残業の解消をE怒るために講ずべき様重量等!こ穏する指針j(平成

15年5月23日付け基発第0523004号)参照)

12 

.r事前許可手続きのルールを徹底しているのだが、それでも、

滋必滋議鼠ぶ笈J七三む必:気色については、
のいかなる関与もなしに行われたと認められることから、

ん。(r夜宅勤務ガイドラインj参照)

①深夜に仕事することについて、使用者から強制されたり、義務付けられたりした事実がないこと

②その労働者の当日の業務量が過大である場合や期限の設定が不適切である場合など、深夜
に仕事せざるを得ないような使用者からの黙示の指揮命令があったと考えられる事l情がないこと

③深夜にその労働者からメールが送信されていたり、深夜に仕事をしなければ生み出し得ないよ
うな成果物が提出されたなど、深夜に仕事を行ったことが客観的に推測できるような事実がなく、
使用者が深夜の仕事を知り得なかったこと



聞在宅勤務者の健康確保のための措置
幽みなし労働時期を適切に設定するための措置

実際の労働時間の把握が困難である在宅勤務者についても、定期的に、在宅勤務者が作成した業

務日報(※1)やパソコンのログイン、ログアウトの状況をチェックするなどしてr純白E豆町iι月;L{i'連盟
(※2)します。

みなし労働時間借lを適用しているからといって、使用者!土、労働者の生命、身体および健康を危険

から保護すべき義務(いわゆる安全配慮義務)を免れるものではありません(労働契約法第5条参照)。

在宅勤務者の健康確保のため、把援した「労働時間の状況j後もとに、必婆に応じて、業務内容の改

善を行う!まか、所定労働待問や労使協定(在宅勤務中の業務で労働詩聞が算定しがたいものについ

て、その業務の遂行に通常必要とされる待問!こ関する労使協定)を見直すなどして、みなし労働時間

を適切に設定するようにします。

(r夜宅勤務ガイドラインJr労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措鐙!こ関する慕準j参照)

(※1)もっとも、業務臼報により、始業時刻、終業時刻、業務内容や進捗状況、遂行待問など、詳細

にわたりよ司に報告させているなど、その日全体の実際の労働時間を把握していて、労働時間の

算定がしがたいとはいえない場合には、みなし労働時間を適用することができません。

(※2) r労働待問の状況jの把援とは、 f実際の労働時間jを把握することと巽なり、「いかなる時間帯

にどの程度の時間、労務を提供しうる状態にあったかJを把握することで差し支えありませんo

瞳みなし労働時慨を適切に算定するための措置

事業場内勤務をしていたときはもちろん、塾生企繁務であっても、?千盆包霊園ーだ笠亙L丘左心主
民¥之ゑい三義務iニ関して[立、男11泳、案際25t識経腿挺還しておく必要があります(※3)。例えば、使

用者の掲示で参加が強制されたテレピ会議に参加している時間などが考えられます。 cr労働時間の

適正な把握のために使用者が議ずべき機種に関するJ基準j参照)

(※3) その日の業務の中に労働時間が算定しがたい業務が一部でもある以上は、その日全体の労

働時間が算定しがたいことに変わりありませんので、その臼全体としては所定労働時間労働した

ものとみなされるのが原則です。

しかし、例外的lこ「労働時間が算定しがたいとはいえない業務に従事した時間Jと「労働時間

が算定しがたい業務に従事した時間(その業務の遂行に通常必要とされる待問)Jとを足し合わ

せた時間が所定労働時間を超えるような場合には、足し合わせた時間労働したものとみなされ

ます。
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轟轟轟輯監寵盟理覇轟轟轟覇瞳轟轟盟
-在宅勤務の労働時間管理については、「在理勤務ガイドラインjで規定していますが、その他にもガイ

ドラインが規定している以下の注意事項があります。

1. 労働基準関係法令上の注意点

-使用者は、在宅勤務を行わせる場合には、労働契約の締結に際し、労働者に書面を交付することに

より、就業の場所(仕事場所)として、労働者の自宅を明示しなければなりません(労働基準法施行

規則第5条)。なお、労働契約法第4条第2項に基づき、労働契約の変更時にもできる限り書面で確

認するようにします。

-事業者は、在宅勤務者に対し、必要な鍵盤盆逝を行うとともに(労働安全衛生法第66条第1項)、
在宅勤務者を雇い入れたときは、必要なを会資法主主獲を行う必要があります(労働安全衛生法第

59条第1項)。

・また、事業者l土、在宅勤務者に対し、 iVDτ作委主における労織衛生変還のためのガイドラインJ(平成
14年4月5日付け墓発第0405001号)などに留意するとともに、その内容を周知し、必要な助言を

行うことが望まれます。

-在宅勤務中に業務が原因で生じた災害は、労災保険の保険給付の対象となります(自宅における私

的行為が原因であるものは、業務上の災害とはなりません)。

2. その他在宅勤務を適切に導入・実施するに当たっての注意点

-在宅勤務制度の導入に当たっては、労使で認識に食い違いのないよう、あらかじめ議んの箆治L さま、
三葱玄趨議仏語ξ蚤ミムぶ…滋王芝玄ゑぷと必笠議室玄滋まよふょが望まれます0

・また、在宅勤務制度を導入した場合には、

とするべきです。
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-在宅勤務者が業績評価などについてfζ急j己主三二、三りた!ィ

-在宅勤務安円滑かつ効率的に実施するために、

間違豆丘五;挫ど主桝働者ι現主支る弓民進民主

主主ーさ:生虫とiが望まれます。

ーまた、あらかじめ通常または緊急時の連絡方法について、

労使聞で取り決めておくことが望まれます。

在宅勤務者が、職場にいる上司
や詞僚の評価を気にして、選くま
で仕事を続けていないか。

チエツウポイント 0]
/在宅勤務者に不急の打ち合わせ量、
会議や電話を頻繁に入れ、樹海的、

〆、効率的な仕事の進め方を阻筈しで
いないか。 ♂/  

〆/

-在宅勤務に必要な通信費や情報通信機器などの建島怠銀ζ 亡みみ辿心役泣箆主えlζ誌
ム金Lii盤茎252出主主亙企:にお三ζιが望まれます。

-在宅勤務者が能力開発などにおいて不安に感じることがないように、注[7g念宣主主'(J)五乏盟主ζi二
が望まれます。

常持10人以上の労働者を使用する事業主が、在宅勤務者に関する「業績評価J1通信費や情報

通信機器などの費用負担JI社内教育Jなど、の取り扱いについて、特段の定めをする場合は、就業

幾員1]に規定し、所轄労働基準監督箸に属け出なければなりません。(労働基準法第89条)

-在宅勤務者自身も、勤務する時間帯や自らの健康に十分注意を払いつつ、作業能率を勘案して

自律的に業務を遂行することが求められます。
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轟轟轟麟盤蓮華理ヨ欝苦藍覇菩I璽空理事審轟轟購襲覇

5μI三I五三111五K山111三山三μ111三巳山I三I三I山同何丙悔I三目I¥111川I山I♂川川:山山川主ι川nιlいιU山山山I三主I巳I巳I三I…三三ロ山;三IιI三I
テレワー夕、在宅勤務全般

労働時間等見薗し方イドライン

労働基準法

労働時間適正把握基準

賃金不払璃業解消措置指針

在宅勤務ガイドライン

育児・介護休業法

次世代育成支援対策推進法

障害者、高齢者の雇用
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日本テレワーク協会、

テレワーク相談センター

都道府県労働局監督課

(東京、愛知、大阪は労働時間課)

都道府県労働局監督課

労働基準監督署

都道府県労働局雇用均等室

都道府県労働局職業安定部




